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１
 児童・障害者・高齢者の福祉手当助成関係 

名
 
 
 
 
 
称

 
関
 
係
 
法
 
令

 
対
 
 
 
 
象
 
 
 
 
者

 
説
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明

 

子
ど
も
医
療
費
支
給

 
子
ど
も
医
療
費
支
給
に

関
す
る
条
例

 

通
院
 
：
 
中
学
校

3
学
年
修
了
の

3
月

3
1
日
ま
で
 

入
院
 
：
 
中
学
校

3
学
年
修
了
の

3
月

3
1
日
ま
で

 

医
療
保
険
制
度
の
適
用
さ
れ
る
医
療
費
の
一
部
負
担
金
か
ら
高
額
療
養
費
、
附
加
給
付
金
及
び
他
法
負
担
分
を
除
い
て
支
給

 

所
得
制
限
な
し

 

県
1
／

2
補
助
（
小
学
校
就
学
前
児
童
分
の
み
）
※
県
制
度
の
、
支
給
対
象
は
小
学
校
就
学
前
児
童

 

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

費
支
給

 

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医

療
費
の
支
給
に
関
す
る

条
例

 

母
子
・
父
子
家
庭
等
の
１
８
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る

 

年
度
末
ま
で
の
児
童
と
、
そ
の
母
又
は
父
等

 

医
療
保
険
制
度
の
適
用
さ
れ
る
医
療
費
の
一
部
負
担
金
か
ら
高
額
療
養
費
、
附
加
給
付
金
及
び
他
法
負
担
分
を
除
い
て
支
給

 

所
得
制
限
あ
り

 

県
1
／

2
補
助

 

児
童
手
当

 
児
童
手
当
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

 

1
5
歳
の
到
達
後
最
初
の

3
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
ど
も
（
中

学
校
修
了
前
の
子
ど
も
）
を
養
育
し
て
い
る
生
計
の
主
体
者

 

支
給
額

 

0
～
3
歳
未
満
 

一
律
 

1
5
,
0
0
0
円
 

3
歳
～
小
学
校
修
了
ま

で
 

第
1
子
、
第

2
子
 

1
0
,
0
0
0
円
 

第
3
子
以
降
 

1
5
,
0
0
0
円
 

中
学
生
 

一
律
 

1
0
,
0
0
0
円
 

所
得
制
限
以
上
 

一
律
 

5
,
0
0
0
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
所
得
制
限
は
平
成

2
4
年

6
月
分
か
ら
適
用

 

所
得
制
限
 

扶
養
親
族
等
の
数
 

所
得
額
 

収
入
額
 

0
人
 

6
,
2
2
0
,
0
0
0
円
 

8
,
3
3
3
,
0
0
0
円
 

1
人
 

6
,
6
0
0
,
0
0
0
円
 

8
,
7
5
6
,
0
0
0
円
 

2
人
 

6
,
9
8
0
,
0
0
0
円
 

9
,
1
7
8
,
0
0
0
円
 

3
人
 

7
,
3
6
0
,
0
0
0
円
 

9
,
6
0
0
,
0
0
0
円
 

4
人
 

7
,
7
4
0
,
0
0
0
円
 

1
0
,
0
2
1
,
0
0
0
円
 

5
人
 

8
,
1
2
0
,
0
0
0
円
 

1
0
,
4
2
1
,
0
0
0
円
 

費
用
負
担

 

国
と
地
方
（
都
道
府
県
・
市
町
村
）
の
負
担
割
合
を
、
2
：
1
 と
し
、
被
用
者
の
３
歳
未
満
（
所
得
制
限
額
未
満
）
に

つ
い
て
は
７
／
１
５
を
事
業
主
の
負
担
と
す
る
。
（
公
務
員
分
に
つ
い
て
は
所
属
庁
の
負
担
と
す
る
）

 

児
童
扶
養
手
当

 
児
童
扶
養
手
当
法

 
母
子
・
父
子
家
庭
等
の
１
８
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
末
ま
で

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
母
又
は
父
等

 

国
庫
負
担
金

 
１
／
３

 

１
人

 
４
３
，
１
６
０
円
（
全
部
支
給
）

 
 
所
得
制
限
あ
り
（
一
部
支
給
停
止
、
全
額
支
給
停
止
）

 

２
人

 
５
３
，
３
５
０
円
（
全
部
支
給
）

 
 
３
人
目
か
ら
は
１
人
に
つ
き
６
，
１
１
０
円
～
３
，
０
６
０
円
を
加
算
 

 

特
別
児
童
扶
養
手
当

 
特
別
児
童
扶
養
手
当
法

 
２
０
歳
未
満
の
精
神
又
は
身
体
に
障
害
の
あ
る
児
童
を
家
庭
に
お

い
て
育
て
て
い
る
人

 

１
級

 
月
額
５
２
，
５
０
０
円

 

２
級

 
月
額
３
４
，
９
７
０
円
 
 
ｏ
所
得
制
限
あ
り
（
全
額
支
給
停
止
）

 
 
 
 
 

 

心
臓
病
児
童
手
術
見
舞

金
 

心
臓
病
児
童
手
術
見
舞

金
支
給
要
綱

 
１
８
歳
未
満
の
児
童

 
心
臓
病
手
術
に
よ
る
入
院
に
係
る
自
己
負
担
の
２
分
の
１
を
支
給
 
 
 
支
給
限
度
額
１
５
０
，
０
０
０
円

 

子
育
て
援
助
活
動
支
援

事
業
利
用
料
助
成

 

子
育
て
援
助
活
動
支
援

事
業
利
用
料
助
成
金
交

付
要
綱

 

生
活
保
護
世
帯
・
市
民
税
非
課
税
世
帯

 

２
人
以
上
の
児
童
の
い
る
世
帯
（
同
月
に
２
人
以
上
の
児
童
が
利
用

し
た
場
合
の
み
）

 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
及
び
子
育
て
緊
急
サ
ポ
ー
ト
事
業
１
ヶ
月
の
利
用
料
の
半
額
を
助
成
す
る
。
そ
れ
ぞ

れ
１
万
円
を
限
度
と
す
る
。
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名
 
 
 
 
 
称

 
関
 
係
 
法
 
令

 
対
 
 
 
 
象
 
 
 
 
者

 
説
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明

 

小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童

等
助
成
金

 

小
児
慢
性
特
定
疾
病
児

童
等
助
成
金
支
給
要
綱

 

埼
玉
県
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
受
給
者
証
の
交
付
を

 

受
け
て
い
る
者

 
１
５
，
０
０
０
円
／
年
度

 

特
別
障
害
者
手
当

 

障
害
児
福
祉
手
当

 

福
祉
手
当

 

特
別
児
童
扶
養
手
当
法

 
重
度
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
等

 

特
別
障
害
者
手
当
 
２
７
，
３
５
０
円
／
月

 

障
害
児
福
祉
手
当
 
１
４
，
８
８
０
円
／
月

 
 
 
国
３
／
４
・
市
１
／
４

 
 
ｏ
所
得
制
限
あ
り

 

福
祉
手
当
 
 
 
 
１
４
，
８
８
０
円
／
月

 

重
度
心
身
障
害
者
福
祉

手
当

 

重
度
心
身
障
害
者
福
祉

手
当
支
給
条
例

 

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級

 

療
育
手
帳
 
 
 
 
Ⓐ
・
Ａ
・
Ｂ

 

１
，
７
５
０
円
／
月

 
 
第
２
条
第
１
号
に
該
当
す
る
者

 

６
，
０
０
０
円
／
月

 
 
第
２
条
第
１
号
以
外
に
該
当
す
る
者

 
 
 
 
ｏ
所
得
制
限
あ
り
（
住
民
税
課
税
者
は
支
給
停
止
）
 

難
病
者
福
祉
手
当

 
難
病
者
福
祉
手
当
支
給

条
例

 
埼
玉
県
特
定
疾
患
等
医
療
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

 
４
，
０
０
０
円
／
月

 

重
度
心
身
障
害
者
の
医

療
費
の
助
成

 

重
度
心
身
障
害
者
の
医

療
費
の
助
成
に
関
す
る

条
例

 

身
体
障
害
者
手
帳
 
１
・
２
・
３
級

 

療
育
手
帳
 
 
 
 
Ⓐ
・
Ａ
・
Ｂ

 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

 
１
級

 

医
療
保
険
制
度
の
適
用
さ
れ
る
医
療
費
の
一
部
負
担
金
か
ら
高
額
療
養
費
、
附
加
給
付
金
及
び
他
法
負
担
分
を
除
い
て
助
成

す
る
。
入
院
時
の
食
事
代
は
半
額
助
成
（
２
０
歳
未
満
は
全
額
助
成
）
す
る
。
ｏ
所
得
制
限
あ
り

 

県
１
／
２
補
助
（
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
方
に
つ
い
て
は
、
精
神
病
床
の
入
院
に
係
る
費
用
は
助
成
対
象
外
）

 

ｏ
年
齢
等
に
よ
る
資
格
制
限
あ
り

 

意
思
疎
通
支
援
者
派
遣

事
業

 

意
思
疎
通
支
援
者
派
遣

事
業
実
施
要
綱

 
聴
覚
障
害
者
及
び
音
声
・
言
語
機
能
障
害
者
等

 
聴
覚
障
害
者
等
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
支
援
す
る
た
め
手
話
通
訳
者
・
要
約
筆
記
者
を
派
遣
す
る
。

 

身
体
障
害
者
等
診
断
書
料

交
付

 

身
体
障
害
者
等
診
断
書

料
交
付
要
綱

 

身
体
障
害
者
手
帳
取
得
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
取
得
、
補
装

具
費
の
支
給
、
日
常
生
活
用
具
の
給
付
、
難
聴
児
補
聴
器
購
入
費
の

助
成
の
申
請
に
必
要
な
診
断
を
受
け
た
者

 

診
断
書
料
の
実
費
と
し
、
１
通
に
つ
き
５
，
０
０
０
円
を
限
度
と
す
る
。

 

補
装
具
費
の
支
給

 
障
害
者
総
合
支
援
法

 
身
体
障
害
者
手
帳
保
持
者
ま
た
は
難
病
患
者
等
で
、
補
装
具
を
必
要

と
す
る
者
。
た
だ
し
、
介
護
保
険
適
用
者
は
介
護
保
険
優
先

 
車
い
す
、
補
聴
器
等
の
費
用
（
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
額
）
を
支
給
す
る
。

 

難
聴
児
補
聴
器
購
入
費

助
成

 

難
聴
児
補
聴
器
購
入
費

助
成
事
業
実
施
要
綱

 

市
内
在
住
の
１
８
歳
未
満
の
児
童
で
、
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
２
５

デ
シ
ベ
ル
以
上
で
、
聴
覚
障
害
に
係
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の

対
象
と
な
ら
な
い
者

 

別
に
定
め
る
算
定
基
礎
額
の
３
分
の
２
の
額
を
補
聴
器
購
入
費
の
一
部
と
し
て
助
成
す
る
。

 

重
度
身
体
障
害
者
居
宅

改
善
整
備
費
補
助

 

重
度
身
体
障
害
者
居
宅

改
善
整
備
費
助
成
事
業

実
施
要
綱

 

身
体
障
害
者
手
帳
１
、
２
級
の
者
（
下
肢
・
体
幹
障

 

害
）
。
た
だ
し
、
介
護
保
険
適
用
者
は
対
象
外

 
対
象
経
費
の
２
／
３
と
し
、
５
０
万
円
を
限
度
と
す
る
。

 

身
体
障
害
者
自
動
車
運

転
免
許
証
取
得
費
助
成

 

身
体
障
害
者
自
動
車
運

転
免
許
取
得
費
助
成
に

関
す
る
要
綱

 

身
体
障
害
者
手
帳
保
持
者
で
一
定
の
要
件
を
満
た
す
者

 
対
象
経
費
の
２
／
３
と
し
、

 
１
２
０
，
０
０
０
円
を
限
度
と
す
る
。
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名
 
 
 
 
 
称

 
関
 
係
 
法
 
令

 
対
 
 
 
 
象
 
 
 
 
者

 
説
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明

 

身
体
障
害
者
用
自
動
車

改
造
費
助
成

 

身
体
障
害
者
用
自
動
車

改
造
費
助
成
事
業
実
施

要
綱

 

身
体
障
害
者
手
帳
保
持
者
で
一
定
の
要
件
を
満
た
す
者

 
１
０
０
，
０
０
０
円
を
限
度
と
す
る
。

 

重
度
心
身
障
害
者
自
動

車
等
燃
料
費
助
成

 

重
度
心
身
障
害
者
自
動

車
等
燃
料
費
助
成
に
関

す
る
要
綱

 

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
又
は
療
育
手
帳
Ⓐ
・
Ａ
の
交
付
を
受
け

て
い
て
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者

 

ｏ
重
度
心
身
障
害
者
が
生
業
に
使
用
し
、
又
は
家
族
等

 

が
重
度
心
身
障
害
者
の
た
め
に
通
所
・
通
学
・
通
院

 

等
に
使
用
す
る
自
動
車
等

 

ｏ
自
動
車
等
は
重
度
心
身
障
害
者
又
は
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
に

す
る
者
の
所
有
で
あ
る
も
の

 

ガ
ソ
リ
ン
１
ℓ
に
つ
き
５
５
円
と
し
、
月
５
０
ℓ
を
限
度
と
す
る
。
（
自
動
二
輪
車
・
原
動
機
付
自
転
車
は
１
０
ℓ
限
度
）

 

軽
油
１
ℓ
に
つ
き
３
５
円
と
し
、
月
５
０
ℓ
を
限
度
と
す
る
。

 

Ｌ
Ｐ
Ｇ
１
ℓ
に
つ
き
２
５
円
と
し
、
月
５
０
ℓ
を
限
度
と
す
る
。

 

（
重
度
心
身
障
害
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
助
成
と
の
併
給
は
不
可
）

 

障
害
者
日
常
生
活
用
具

の
給
付

 

障
害
者
日
常
生
活
用
具

給
付
事
業
実
施
要
綱

 

障
害
者
、
障
害
児
、
難
病
患
者
等
で
、
日
常
生
活
用
具
を
必
要
と
す

る
者
。
た
だ
し
、
介
護
保
険
適
用
者
は
介
護
保
険
優
先

 

在
宅
の
障
害
者
に
対
し
、
日
常
生
活
用
具
を
給
付
す
る
。

 

【
給
付
の
対
象
と
な
る
用
具
】
 
便
器
、
特
殊
便
器
、
特
殊
マ
ッ
ト
、
特
殊
寝
台
、
特
殊
尿
器
、
入
浴
担
架
、
体
位
変
換
器
、

盲
人
用
ポ
ー
タ
ブ
ル
レ
コ
ー
ダ
ー
、
盲
人
用
時
計
、
居
宅
生
活
動
作
補
助
用
具
、
点
字
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
、
訓
練
い
す
、
訓

練
用
ベ
ッ
ド
、
電
磁
調
理
器
、
盲
人
用
体
温
計
（
音
声
式
）
、
聴
覚
障
害
者
用
屋
内
信
号
装
置
、
火
災
警
報
器
、
自
動
消
火

器
、
透
析
液
加
温
器
、
酸
素
ボ
ン
ベ
運
搬
車
、
頭
部
保
護
帽
、
入
浴
補
助
用
具
、
ト
イ
レ
チ
ェ
ア
ー
、
聴
覚
障
害
者
用
情
報

受
信
装
置
、
ス
ト
マ
用
装
具
、
点
字
図
書
、
盲
人
用
体
重
計
、
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
、
携
帯
用
会
話
補
助
装
置
、
視
覚
障
害
者
用

誘
導
装
置
、
車
椅
子
用
段
差
昇
降
機
、
点
字
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
、
携
帯
用
信
号
装
置
、
電
気
式
た
ん
吸
引
器

 
人
工
内
耳
用
電

池
、
カ
ー
シ
ー
ト
、
パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
等

 

重
度
心
身
障
害
者
福
祉

タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
助

成
 

重
度
心
身
障
害
者
福
祉

タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
助

成
に
関
す
る
要
綱

 

身
体
障
害
者
手
帳
 
１
・
２
級

 

療
育
手
帳
 
 
 
 
Ⓐ
・
Ａ

 

タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
際
、
１
回
の
乗
車
に
つ
き

1
枚
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
１
枚
に
つ
き
初
乗
り
料
金
相
当
額
を
助
成

す
る
。
利
用
券
は
月
４
枚
の
割
合
で
年
度
当
初
に
交
付
す
る
。
（
重
度
心
身
障
害
者
自
動
車
等
燃
料
費
助
成
と
の
併
給
は
不

可
）

 

聴
覚
障
害
者
用
福
祉
電

話
基
本
料
金
等
助
成

 

聴
覚
障
害
者
用
福
祉
電

話
基
本
料
金
等
助
成
に

関
す
る
要
綱

 

聴
覚
機
能
障
害
３
級
以
上
及
び
音
声
又
は
言
語
機
能
障
害
で
身
体

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

 

基
本
料
金
（
回
線
使
用
料
、
配
線
設
備
使
用
料
、
機
器
使
用
料
、
リ
ー
ス
料
）
及
び
購
入
設
置
費
を
助
成
す
る
。

 

ｏ
基
本
料
金

 
 
月
額
の
６
／
１
０

 

ｏ
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
 
購
入
設
置
費
の
６

/１
０
と
し
、
６
０
，
０
０
０
円
を
限
度
と
す
る
。

 

ｏ
電
話
又
は
フ
ラ
ッ
シ
ュ
ベ
ル

 
購
入
設
置
費
の
６
／
１
０
と
し
、
１
２
，
０
０
０
円
を
限
度
と
す
る
。

 

心
身
障
害
者
補
装
具
等

一
時
貸
与

 

心
身
障
害
者
補
装
具
等

一
時
貸
与
要
綱

 

身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

 

い
る
者
。
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
者

 

視
覚
障
害
者
安
全
つ
え
、
車
い
す
、
ロ
フ
ス
ト
ラ
ン
ド
ク
ラ
ッ
チ
 

 

貸
与
期
間
は
、
１
カ
月
。

 

障
害
者
等
の
補
装
具
購

入
等
に
係
る
利
用
者
負

担
に
対
す
る
助
成

 

障
害
者
等
の
補
装
具
購

入
等
に
係
る
利
用
者
負

担
に
対
す
る
助
成
実
施

要
綱

 

身
体
障
害
者
補
装
具
、
障
害
者
日
常
生
活
用
具
、
小
児
慢
性
特
定
疾

患
児
日
常
生
活
用
具
の
給
付
対
象
と
な
っ
た
者

 
補
装
具
の
交
付
、
修
理
、
日
常
生
活
用
具
の
給
付
等
に
係
る
自
己
負
担
金
を
助
成
す
る
。
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名
 
 
 
 
 
称

 
関
 
係
 
法
 
令

 
対
 
 
 
 
象
 
 
 
 
者

 
説
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明

 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ

ー
（
サ
ー
ビ
ス
向
上
型
）

等
通
所
者
奨
励
金
支
給

事
業

 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ

ー
（
サ
ー
ビ
ス
向
上
型
）

等
通
所
者
奨
励
金
支
給

要
綱

 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
（
サ
ー
ビ
ス
向
上
型
）
等
に
通
所
し
て
い

る
者

 
１
カ
月
の
通
所
日
数
が
１
５
日
以
上
あ
る
者
に
月
額
２
，
０
０
０
円
の
通
所
者
奨
励
金
を
支
給
す
る
。

 

知
的
障
害
者
総
合
補
償

制
度
保
険
料
の
助
成

 

知
的
障
害
者
総
合
補
償

制
度
保
険
料
の
助
成
に

関
す
る
要
綱

 

知
的
障
害
者

 
知
的
障
害
者
が
加
入
す
る
総
合
補
償
制
度
保
険
料
の
一
部
（
課
税
世
帯
は
保
険
料
の
１
／
２
で
４
，
０
０
０
円
が
上
限
、
非

課
税
世
帯
は
保
険
料
の
７
／
１
０
で
、
１
１
，
９
０
０
円
が
上
限
）
を
助
成
す
る
。

 

小
児
慢
性
特
定
疾
患
児

日
常
生
活
用
具
給
付
事

業
 

小
児
慢
性
特
定
疾
患
児

日
常
生
活
用
具
給
付
事

業
実
施
要
綱

 

入
間
市
小
児
慢
性
特
定
疾
患
児
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業
実
施
要

綱
第
２
条
に
該
当
す
る
者

 

在
宅
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
に
対
し
、
日
常
生
活
用
具
を
給
付
す
る
。

 

【
給
付
の
対
象
と
な
る
用
具
】
 
便
器
、
特
殊
マ
ッ
ト
、
特
殊
寝
台
、
特
殊
尿
器
、
体
位
変
換
器
、
入
浴
補
助
用
具
、
車
い

す
、
頭
部
保
護
帽
、
歩
行
支
援
用
具
、
電
気
式
た
ん
吸
引
器
、
特
殊
便
器
、
ク
ー
ル
ベ
ス
ト
、
紫
外
線
カ
ッ
ト
ク
リ
ー
ム
、

ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
、
パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー

 

在
宅
重
度
身
体
障
害
者

入
浴
サ
ー
ビ
ス
業

 

在
宅
重
度
身
体
障
害
者

入
浴
サ
ー
ビ
ス
事
業
実

施
要
綱

 

家
庭
に
お
い
て
入
浴
す
る
こ
と
が
困
難
な
重
度
身
体
障
害
者

(た
だ

し
介
護
保
険
適
用
者
は
介
護
保
険
優
先

)。
 

月
４
回
を
限
度
と
し
て
、
入
浴
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。

 

利
用
者
負
担
は
、
課
税
世
帯
で
は
利
用
料
の
５
％
（
障
害
児
の
場
合
は
、
世
帯
員
の
所
得
割
額
の
合
計
が
２
８
万
円
未
満
の

場
合
は
無
料
）
、
非
課
税
世
帯
及
び
生
活
保
護
世
帯
で
は
無
料
。

 

障
害
者
介
護
給
付

 
障
害
者
総
合
支
援
法

 
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
、
障
害
児
、
難
病
患
者

等
 

居
宅
介
護
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
）
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護
、
行
動
援
護
、
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
、
短
期
入
所
（
シ

ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
、
療
養
介
護
、
生
活
介
護
、
施
設
入
所
支
援
 

利
用
者
負
担
は
、
原
則
と
し
て
１
０
％
の
定
率
負
担
で
あ
る
が
、
低
所
得
世
帯
（
非
課
税
世
帯
）
は
無
料
、
課
税
世
帯
で
も

負
担
上
限
額
を
設
定
す
る
な
ど
の
負
担
軽
減
が
あ
る
。
 

障
害
者
訓
練
等
給
付

 
障
害
者
総
合
支
援
法

 
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
、
難
病
患
者
等

 

自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
・
生
活
訓
練
）
、
宿
泊
型
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
＝
雇
用
型
・
Ｂ
型

＝
非
雇
用
型
）
、
共
同
生
活
援
助
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
 

利
用
者
負
担
は
、
原
則
と
し
て
１
０
％
の
定
率
負
担
で
あ
る
が
、
低
所
得
世
帯
（
非
課
税
世
帯
）
は
無
料
、
課
税
世
帯
で
も

負
担
上
限
額
を
設
定
す
る
な
ど
の
負
担
軽
減
が
あ
る
。
 

障
害
者
自
立
支
援
医
療

制
度

 
障
害
者
総
合
支
援
法

 
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
、
障
害
児

 
障
害
に
係
る
医
療
費
の
公
費
負
担
制
度
（
精
神
通
院
医
療
、
更
生
医
療
、
育
成
医
療
）
 

利
用
者
負
担
は
、
原
則
と
し
て
１
０
％
の
定
率
負
担
で
あ
る
が
負
担
上
限
額
を
設
定
す
る
な
ど
の
負
担
軽
減
が
あ
る
。
 

障
害
児
通
所
支
援

 
児
童
福
祉
法

 
障
害
児

 

児
童
発
達
支
援
、
医
療
型
児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
保
育
所
等
訪
問
支
援
 

利
用
者
負
担
は
、
原
則
と
し
て
１
０
％
の
定
率
負
担
で
あ
る
が
、
低
所
得
世
帯
（
非
課
税
世
帯
）
は
無
料
、
課
税
世
帯
で
も

負
担
上
限
額
を
設
定
す
る
な
ど
の
負
担
軽
減
が
あ
る
。
３
歳
児
～
５
歳
児
 
無
償
化
（
３
歳
に
到
達
後
最
初
の

4
/
1
～
就
学

す
る
ま
で
）

 

障
害
者
相
談
支
援
事
業

 
障
害
者
総
合
支
援
法

 
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
、
障
害
児
、
難
病
患
者

等
、
家
族
、
介
護
人
、
関
係
者

 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
や
専
門
機
関
の
紹
介
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
手
続
き
の
支
援
等
を
行
う
。
ま
た
、
日
常
生
活
で
困

っ
た
こ
と
を
一
緒
に
考
え
て
、
そ
の
解
決
方
法
を
見
つ
け
て
い
く
。

 

地
域
計
画
相
談
支
援
、
地
域
相
談
支
援
（
地
域
移
行
支
援
、
地
域
定
着
支
援
）
、
障
害
児
相
談
支
援
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名
 
 
 
 
 
称

 
関
 
係
 
法
 
令

 
対
 
 
 
 
象
 
 
 
 
者

 
説
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明

 

障
害
者
就
労
支
援
事
業

 
障
害
者
総
合
支
援
法

 
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
、
家
族
、
関
係
者

 
求
職
相
談
、
就
労
継
続
支
援
、
離
職
後
の
支
援
等
を
行
う
。
ま
た
、
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
相
談
支
援
専
門
員
と
連
携
し
、

生
活
と
就
労
の
支
援
を
総
合
的
に
行
う
。

 

障
害
者
移
動
支
援

 
障
害
者
移
動
支
援
事
業

実
施
要
綱

 

視
覚
障
害
者
又
は
全
身
性
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
、

障
害
児

 

屋
外
で
の
移
動
が
困
難
な
障
害
の
あ
る
人
に
つ
い
て
、
外
出
の
た
め
の
支
援
を
行
う
。
 

利
用
は
１
カ
月
当
た
り
６
０
時
間
を
限
度
と
す
る
。
 

利
用
料
は
利
用
時
間
に
よ
り
異
な
る
。
 

利
用
者
負
担
は
、
課
税
世
帯
で
は
利
用
料
の
５
％
（
障
害
児
の
場
合
は
、
世
帯
員
の
所
得
割
額
の
合
計
が
２
８
万
円
未
満
の

場
合
は
無
料
）
、
非
課
税
世
帯
及
び
生
活
保
護
世
帯
で
は
無
料
。
 

障
害
者
地
域
活
動
支
援

セ
ン
タ
ー

 

障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

事
業
実
施
要
綱

 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ

ー
（
サ
ー
ビ
ス
向
上
型
）

事
業
実
施
要
綱

 

身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
、
難
病
患
者
等

 

障
害
の
あ
る
人
が
通
い
、
創
作
的
活
動
ま
た
は
生
産
活
動
の
提
供
、
社
会
と
の
交
流
等
の
便
宜
を
図
る
。
 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
は
、
障
害
程
度
に
よ
り
利
用
料
が
異
な
る
。
 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
は
、
課
税
世
帯
で
は
利
用
料
の
５
％
（
障
害
児
の
場
合
は
、
世
帯
員
の
所
得
割
額
の
合
計
が

２
８
万
円
未
満
の
場
合
は
無
料
）
、
非
課
税
世
帯
及
び
生
活
保
護
世
帯
で
は
無
料
。
 

サ
ー
ビ
ス
向
上
型
の
利
用
者
負
担
は
無
料
。
 

障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
事

業
 

障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
事

業
実
施
要
綱

 
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者

 
住
居
を
必
要
と
し
て
い
る
障
害
者
に
、
低
額
な
料
金
で
居
住
室
等
を
提
供
す
る
と
と
も
に
日
常
生
活
に
必
要
な
支
援
を
行

う
。
 

障
害
者
日
中
一
時
支
援

 
障
害
者
日
中
一
時
支
援

事
業
実
施
要
綱

 

身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
、
障
害
児
、
難
病
患
者

等
 

障
害
者
等
の
日
中
に
お
け
る
活
動
の
場
を
確
保
し
、
障
害
者
等
の
家
族
の
就
労
及
び
障
害
者
等
を
日
常
的
に
介
護
し
て
い
る

家
族
の
一
時
的
な
休
息
等
の
支
援
を
図
る
。
 

利
用
料
は
障
害
程
度
に
よ
り
異
な
る
。
利
用
者
負
担
は
、
課
税
世
帯
で
は
利
用
料
の
５
％
（
障
害
児
の
場
合
は
、
世
帯
員
の

所
得
割
額
の
合
計
が
２
８
万
円
未
満
の
場
合
は
無
料
）
、
非
課
税
世
帯
及
び
生
活
保
護
世
帯
で
は
無
料
。
 

生
活
ホ
ー
ム
事
業

 
生
活
ホ
ー
ム
事
業
実
施

要
綱

 
身
辺
自
立
し
て
い
る
身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者

 
自
立
し
た
生
活
を
望
み
な
が
ら
家
庭
環
境
、
住
宅
事
情
等
に
よ
り
自
立
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者

が
入
居
し
、
そ
の
社
会
的
自
立
を
助
長
す
る
た
め
の
指
導
及
び
援
助
を
行
う
。
（
自
己
負
担
額
有
）

 

心
身
障
害
者
生
活
サ
ポ

ー
ト
事
業

 

心
身
障
害
者
生
活
サ
ポ

ー
ト
事
業
実
施
要
綱

 
身
体
障
害
者
・
知
的
障
害
者
・
精
神
障
害
者
・
難
病
患
者
等

 
障
害
者
の
方
へ
１
年
度
１
５
０
時
間
を
限
度
と
し
て
外
出
援
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
（
自
己
負
担
額
有
）

 
 

敬
老
祝
金

 
敬
老
祝
金
等
支
給
条
例

 
９
月
１
５
日
現
在
引
続
き
１
年
以
上
市
内
に
居
住
し
､
年
度
中
に
７

７
歳
、
８
８
歳
、
９
９
歳
に
達
す
る
方

 

民
生
委
員
・
児
童
委
員
協
議
会
の
協
力
を
得
て
、
９
月
中
に
敬
老
祝
金
等
支
給
対
象
者
に
直
接
支
給
し
ま
す
。
 

年
齢

 
金
額

 

７
７
歳

 
 
祝
 
品

 

８
８
歳

 
５
，
０
０
０
円

 

９
９
歳

 
１
０
，
０
０
０
円
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称

 
関
 
係
 
法
 
令

 
対

 
 
 
 
象
 
 
 
 
者

 
説
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明

 

養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の

入
所

 

老
人
福
祉
法

 

老
人
ホ
ー
ム
入
所
等
判

定
委
員
会
条
例

 

６
５
歳
以
上
の
老
人
で
、
環
境
上
及
び
経
済
的
理
由
に
よ
り
、

家
庭
で
の
養
護
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
方

 
入
間
市
老
人
ホ
ー
ム
入
所
等
判
定
委
員
会
に
よ
り
入
所
の
要
否
を
判
定
し
ま
す
。

 

在
宅
高
齢
者
等
お
む
つ

事
業

 

在
宅
高
齢
者
等
お
む
つ

事
業
実
施
要
綱

 

市
内
に
居
住
し
、
本
市
の
介
護
認
定
審
査
会
に
お
い
て
要
支
援

以
上
の
認
定
を
受
け
た
在
宅
の
高
齢
者
等
で
常
時
失
禁
の
状

態
に
あ
る
方

 

紙
お
む
つ
の
給
付
…
指
定
業
者
の
中
か
ら
１
業
者
を
選
択
。
月
額
５
千
円
を
限
度
に
給
付
。
自
己
負
担
１
割
。

 

布
お
む
つ
の
貸
与
…
１
月
あ
た
り
７
２
０
枚
以
内
を
貸
与
。
自
己
負
担
１
割
。

 

ね
た
き
り
高
齢
者
等
寝

具
乾
燥
車
派
遣
事
業

 

ね
た
き
り
高
齢
者
等
寝

具
乾
燥
車
派
遣
事
業
実

施
要
綱

 

市
内
に
住
所
を
有
す
る
常
時
臥
床
し
て
い
る
６
５
歳
以
上
の

者
で
家
族
が
寝
具
乾
燥
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
方
。
世
帯
の
全

員
が
７
５
歳
以
上
の
方
。
身
体
障
害
者
手
帳
１
，
２
級
を
所
持

し
て
お
り
、
本
人
お
よ
び
家
族
が
寝
具
乾
燥
を
行
う
こ
と
が
困

難
な
方

 

月
１
回
程
度
、
寝
具
乾
燥
車
を
無
料
で
派
遣
し
ま
す
。

 

ね
た
き
り
高
齢
者
等
介
護
手

当
 

ね
た
き
り
高
齢
者
等
介

護
手
当
支
給
条
例

 

市
内
に
住
所
を
有
す
る
介
護
保
険
で
要
介
護
の
認
定
を
受
け
､

常
時
臥
床
の
状
態
ま
た
は
こ
れ
に
準
じ
る
状
態
が
６
か
月
以

上
継
続
し
て
い
る
６
５
歳
以
上
の
者
を
常
時
介
護
し
て
い
る

方
 

支
給
額
…
月
額
５
，
０
０
０
円
 

た
だ
し
、
介
護
を
受
け
て
い
る
者
及
び
介
護
者
が
市
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
場
合
は
１
０

,
０
０
０
円
 

支
給
月
…
４
月
・
８
月
・
１
２
月
 

一
人
暮
ら
し
高
齢
者
等

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
事

業
 

一
人
暮
ら
し
高
齢
者
等

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
事

業
実
施
要
綱

 

市
内
に
住
所
を
有
す
る
日
常
生
活
に
不
安
の
あ
る

7
5
歳
以
上

の
ひ
と
り
暮
ら
し
、
日
中
独
居
者
及
び

7
5
歳
以
上
の
世
帯

 

※
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
所
持
者
、
６
５
歳
以
上
で
心
身

の
状
況
に
よ
り
常
時
注
意
を
必
要
と
す
る
ひ
と
り
暮
ら
し
、
日

中
独
居
者
も
対
象

 

緊
急
通
報
装
置
設
置
、
火
災
セ
ン
サ
ー
２
か
所
設
置
、
携
帯
用
ペ
ン
ダ
ン
ト
の
貸
与
。
緊
急
通
報
装
置
ま
た
は
携
帯
用
ペ
ン
ダ
ン

ト
の
ボ
タ
ン
を
押
す
か
、
火
災
を
探
知
す
る
と
電
話
回
線
に
て
警
備
会
社
に
連
絡
。
必
要
に
応
じ
救
急
車
、
消
防
車
の
出
動
要
請

を
し
ま
す
。
所
得
に
応
じ
て
自
己
負
担
が
あ
り
ま
す
。

 

老
人
憩
い
の
家
事
業

 
老
人
憩
い
の
家
設
置
及

び
運
営
管
理
要
綱

 
原
則
と
し
て
市
内
に
居
住
す
る
６
０
歳
以
上
の
方

 

市
内
に
居
住
す
る
高
齢
者
に
対
し
て
健
全
な
憩
い
の
場
を
提
供
し
、
心
身
の
健
康
増
進
を
図
る
た
め
、
高
齢
者
の
身
近
な
地
域
に

気
軽
に
利
用
で
き
る
施
設
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
施
設
の
利
用
促
進
を
図
る
た
め
に
日
常
管
理
に
つ
い
て
は
地
域
の
老
人
ク
ラ

ブ
に
委
託
し
て
い
ま
す
。

 

要
援
護
高
齢
者
等
タ
ク

シ
ー
利
用
料
金
の
助
成

 

要
援
護
高
齢
者
等
タ
ク

シ
ー
利
用
料
金
助
成
に

関
す
る
要
綱

 

市
内
に
住
所
を
有
す
る
介
護
保
険
の
要
支
援
及
び
要
介
護
の

認
定
を
受
け
た
者
（
重
度
心
身
障
害
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
料

金
助
成
に
関
す
る
要
綱
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
）

 

１
枚
６
０
０
円
の
タ
ク
シ
ー
利
用
券
を
申
請
に
よ
り
配
布
し
ま
す
。
１
回
の
利
用
に
２
枚
ま
で
使
用
で
き
ま
す
。
（
利
用
は
通
院
、

通
所
に
限
る
）

 申
請
月

 
枚
数

 

４
月
か
ら
６
月

 
２
４
枚

 

7
月
か
ら
９
月

 
１
８
枚

 

１
０
月
か
ら
１
２
月

 
１
２
枚

 

１
月
か
ら
３
月

 
６
枚
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名
 
 
 
 
 
称

 
関
 
係
 
法
 
令

 
対

 
 
 
 
象
 
 
 
 
者

 
説
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明

 

高
齢
者
等
支
援
事
業
利

用
者
負
担
軽
減
事
業

 

高
齢
者
等
支
援
事
業
利

用
者
負
担
軽
減
事
業
実

施
要
綱

 

市
内
に
住
所
を
有
し
、
本
市
の
介
護
認
定
審
査
会
に
お
い
て
認

定
を
受
け
て
い
る
低
所
得
者
（
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る

者
等
）

 

介
護
保
険
利
用
料
（
在
宅
サ
ー
ビ
ス
）
自
己
負
担
分
に
つ
い
て
一
部
助
成
し
ま
す
。

 

市
内
に
住
所
を
有
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

 
助
成
割
合

 

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
か
つ
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者

 
２
分
の
１

 

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
か
つ
入
間
市
重
度
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
支
給
条
例
第
３

条
第
１
項
第
１
号
該
当
者

 
２
分
の
１

 

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

 
４
分
の
１

 
 

ね
た
き
り
高
齢
者
等
訪

問
理
容
・
美
容
サ
ー
ビ
ス

事
業

 

ね
た
き
り
高
齢
者
等
訪

問
理
容
・
美
容
サ
ー
ビ

ス
事
業
実
施
要
綱

 

市
内
に
住
所
を
有
し
、
要
介
護
の
認
定
を
受
け
た
者
（
要
支
援

は
除
く
）
の
う
ち
、
病
気
等
に
よ
り
常
時
臥
床
の
状
態
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
状
態
に
あ
っ
て
、
そ
の
状
態
が
３
ヶ
月
以
上
継
続

し
て
い
る
者
（
入
院
・
入
所
し
て
い
る
者
は
除
く
）

 

１
枚
２
，
５
０
０
円
の
利
用
補
助
券
を
申
請
に
よ
り
配
付
し
ま
す
。
１
回
の
利
用
に
１
枚
使
用
で
き
ま
す
。

 

 
 
申
請
日

 
枚
数

 

４
月
か
ら
９
月

 
４
枚

 

１
０
月
か
ら
３
月

 
２
枚

 
 

徘
徊

S
O

S
支
援
事
業

 

(徘
徊
位
置
情
報
サ
ー
ビ

ス
) 

徘
徊

S
O

S
支
援
事
業
実

施
要
綱

 

市
内
に
住
所
を
有
す
る
在
宅
の
方
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方

 

①
認
知
症
症
状
に
よ
り
徘
徊
癖
の
あ
る
方

 

②
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
、
徘
徊
癖
の
あ
る
方

 

徘
徊
癖
の
あ
る
高
齢
者
等
に
、
位
置
情
報
通
信
端
末
機
を
貸
与
す
る
こ
と
で
、
徘
徊
時
に
対
象
者
の
所
在
地
を
把
握
し
、
早
期
保

護
及
び
安
全
確
保
を
図
り
ま
す
。

 

所
得
に
応
じ
て
自
己
負
担
が
あ
り
ま
す
。

 

徘
徊

S
O

S
支
援
事
業

 

(徘
徊
身
元
確
認
支
援
サ

ー
ビ
ス

) 

 

徘
徊

S
O

S
支
援
事
業
実

施
要
綱

 

市
内
に
住
所
を
有
す
る
在
宅
の
方
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方

 

①
認
知
症
症
状
に
よ
り
徘
徊
癖
の
あ
る
方

 

②
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
、
徘
徊
癖
の
あ
る
方

 

徘
徊
癖
の
あ
る
高
齢
者
等
に
身
元
確
認
の
助
け
と
な
る
物
品
を
交
付
し
、
早
期
保
護
及
び
安
全
確
保
を
図
る
こ
と
で
介
護
す
る
者

の
精
神
的
負
担
を
軽
減
し
ま
す
。

 

交
付
物
品

 

①
爪
Ｑ
シ
ー
ル
（
入
間
市
名
称
及
び
身
元
特
定
番
号
、
市
役
所
の
電
話
番
号
が
登
録
さ
れ
た
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
が
記
載
さ
れ
、
主
に
爪

に
貼
付
す
る
シ
ー
ル
）

 

②
か
か
と
ス
テ
ッ
カ
ー
（
入
間
市
名
称
及
び
身
元
特
定
番
号
が
印
字
さ
れ
た
靴
に
貼
付
す
る
蛍
光
ス
テ
ッ
カ
ー
）

 

③
徘
徊

S
O

S
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
（
爪
Ｑ
シ
ー
ル
と
同
様
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
が
入
っ
た
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
）

 

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
プ
ラ
ン

サ
ポ
ー
ト
事
業

 

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
プ
ラ
ン

サ
ポ
ー
ト
事
業
実
施
要

綱
 

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
方

 

①
市
内
に
居
住
す
る
６
５
歳
以
上
の
者

 

②
身
寄
り
が
な
い
者
又
は
そ
れ
に
準
じ
る
者

 

③
生
活
保
護
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
４
４
号
）
の
規
定
に

よ
る
保
護
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

 

④
本
人
及
び
同
一
生
計
の
世
帯
員
（
以
下
「
本
人
等
」
と
い
う
。
）

の
月
収
の
合
計
が
、
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
最
低
生
活
費

に
１
．
３
を
乗
じ
て
得
た
額
（
次
号
に
お
い
て
「
基
準
額
」
と

い
う
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

 

⑤
本
人
等
の
預
貯
金
の
合
計
額
が
、
基
準
額
に
１
２
を
乗
じ
て

得
た
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

 

⑥
本
人
等
に
所
有
す
る
不
動
産
が
な
い
、
又
は
本
人
等
が
所
有

す
る
土
地
（
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
固

定
資
産
税
評
価
額
の
合
計
が
社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
社
会
福

祉
協
議
会
に
よ
る
不
動
産
担
保
型
生
活
資
金
貸
付
け
に
お
け

る
所
有
不
動
産
要
件
の
概
算
評
価
基
準
額
未
満
で
あ
る
こ
と
。

 

高
齢
者
に
対
し
、
協
力
事
業
者
と
連
携
し
て
、
次
に
掲
げ
る
支
援
を
提
供
し
ま
す
。

 

①
自
身
の
死
後
の
葬
儀
、
納
骨
等
に
係
る
協
力
事
業
者
と
の
生
前
契
約
（
以
下
「
生
前
契
約
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
を
提

供
す
る
こ
と
。

 

②
生
前
契
約
を
締
結
し
た
高
齢
者
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
支
援
プ
ラ
ン
（
以
下
「
支
援
プ
ラ
ン
」
と
い
う
。
）
を

策
定
し
、
当
該
高
齢
者
の
死
後
の
葬
儀
、
納
骨
等
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
こ
と
。

 

ア
 
生
前
契
約
の
履
行

 

イ
 
訪
問
、
電
話
等
に
よ
る
安
否
確
認
の
実
施
（
希
望
者
に
限
る
。
）

 

ウ
 
死
亡
届
出
人
の
確
保
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名
 
 
 
 
 
称

 
関
 
係
 
法
 
令

 
対

 
 
 
 
象
 
 
 
 
者

 
説
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明

 

介
護
保
険

 
介
護
保
険
法

 
４
０
歳
以
上

 

ｏ
介
護
が
必
要
な
方
が
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
は
、
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。（
４

０
歳
か
ら
６
５
歳
未
満
の
方
は
、
特
定
の
疾
病
が
原
因
で
な
け
れ
ば
認
定
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。
）

 

ｏ
審
査
、
判
定
の
結
果
、
要
介
護
又
は
要
支
援
の
認
定
が
さ
れ
ま
す
と
、
次
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
要
支
援
の
方
は
受
け
ら
れ
な
い
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
）

 

〈
居
宅
サ
ー
ビ
ス
〉
訪
問
介
護
、
訪
問
入
浴
介
護
、
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
、
通
所
介
護
、
短
期
入
所
、

生
活
介
護
な
ど

 

〈
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
〉
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
な
ど

 

〈
施
設
サ
ー
ビ
ス
〉
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設

 

ｏ
要
支
援
１
、
２
及
び
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
等
に
よ
り
総
合
事
業
の
対
象
者
と
判
定
を
受
け
た
方
は
、
訪
問
介
護
と
通
所
介
護

は
、
次
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

〈
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
〉
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
、
通
所
型
サ
ー
ビ
ス

 

ｏ
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
上
限
額
（
１
か
月
当
た
り
）

 

 
 
 
 
〈
居
宅
サ
ー
ビ
ス
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
円
）

 

要
介

護
度

 
限
 
 
 
度
 
 
 
額

 

要
 
支

 
援

 
１

 
５
１
，
７
０
０

 
 

要
 
支

 
援

 
２

 
１
０
８
，
２
０
０
 

 

要
 
介

 
護

 
１

 
１
７
２
，
２
０
０
 

 

要
 
介

 
護

 
２

 
２
０
２
，
４
０
０
 

 

要
 
介

 
護

 
３

 
２
７
７
，
８
０
０
 

 

要
 
介

 
護

 
４

 
３
１
７
，
７
０
０
 

 

要
 
介

 
護

 
５

 
３
７
１
，
９
０
０
 

 

※
自
己
負
担
は
１
割
～
３
割
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名
 
 
 
 
 
称

 
関
 
係
 
法
 
令

 
対

 
 
 
 
象
 
 
 
 
者

 
説
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明

 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
自
己
負
担
額

 

高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律

 

・
７
５
歳
以
上
の
方

 

・
６
５
歳
～
７
５
歳
未
満
で
一
定
の
障
害
の
あ
る
方
で
、
埼
玉

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
申
請
し
て
認
定
を
受
け
た

方
 

 

 
 

 
 

 
自
己
負
担
限
度
額
（
月
額
）

 
入
院
時
食
事
代
負
担
額

 

（
１
食
あ
た
り
）

 

所
得
区
分

 
外
来
（
個
人
ご
と
）

 
外
来
＋
入
院
（
世
帯
合
算
）

 

  
現
役
並
所

得
者

 

医
療
費

 

３
割
負
担

 

現
役
Ⅲ

 

２
５
２
，
６
０
０
円
＋
医
療
費
が
８
４
２
，
０
０
０

円
を
超
え
た
場
合
は
そ
の
超
え
た
分
の
１
％
を
加
算

 

（
多
数
回
該
当
１
４
０
，
１
０
０
円
）

 
 ４
６
０
円
（
指
定
難
病
者
は
２

６
０
円
に
据
え
置
か
れ
ま
す
。

平
成
２
８
年
３
月
３
１
日
に
お

い
て
、
既
に
１
年
を
超
え
て
精

神
病
床
に
入
院
中
及
び
合
併
症

当
に
よ
り
転
退
院
し
た
場
合
で

同
日
内
に
再
入
院
す
る
方
は
、

経
過
措
置
に
よ
り
２
６
０
円
に

据
え
置
か
れ
ま
す
。
）

 

 

現
役
Ⅱ

 

１
６
７
，
４
０
０
円
＋
医
療
費
が
５
５
８
，
０
０
０

円
を
超
え
た
場
合
は
そ
の
超
え
た
分
の
１
％
を
加
算

 

（
多
数
回
該
当
９
３
，
０
０
０
円
）

 

現
役
Ⅰ

 

８
０

,１
０
０
円
＋
医
療
費
が
２
６
７

,０
０
０
円
を

超
え
た
場
合
は
そ
の
超
え
た
分
の
１
％
を
加
算

 

（
多
数
回
該
当
４
４
，
４
０
０
円
）

 

一
般
・
低

所
得
者
医

療
費

 

１
割
負
担

 

 

一
般

 

１
８
，
０
０
０
円

 

（
年
間
上
限

 

１
４
．
４
万
円
）

 

５
７
，
６
０
０
円

 

（
多
数
回
該
当
４
４
，
４
０

０
円
）

 

低
所
得
者

区
分
Ⅱ

 

８
，
０
０
０
円

 

２
４
，
６
０
０
円

 
９
０
日
ま
で
は
２
１
０
円

 

９
０
日
を
超
え
る
と
１
６
０
円

 

低
所
得
者

 

区
分
Ⅰ

 
１
５
，
０
０
０
円

 
１
０
０
円

 

老
齢
福
祉
年
金

 
国
民
年
金
法

 
明
治
４
４
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
人

 
満
７
０
歳
か
ら
支
給

 
 
全
部
支
給

 
４
０
０
，
５
０
０
円
／
年
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名
 
 
 
 
 
称

 
関
 
係
 
法
 
令

 
対

 
 
 
 
象
 
 
 
 
者

 
説
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明

 

拠
出
年
金

 
国
民
年
金
法

 
 

老
齢
基
礎
年
金

 
原
則
と
し
て
６
５
歳
か
ら
支
給
。
満
６
０
歳
か
ら
繰
上
げ
支
給
可
能
。
 
 
（
令
和
２
年
４
月
１
日
現
在
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭
和
１
６
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
人

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６
０
歳
～
６
１
歳
未
満
 
５
８
％

 
 
６
３
歳
～
６
４
歳
未
満
 
 
８
０
％

 

７
８
１
，
７
０
０
円

 
 
６
１
歳
～
６
２
歳
未
満
 
６
５
％

 
 
６
４
歳
～
６
５
歳
未
満
 
 
８
９
％

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６
２
歳
～
６
３
歳
未
満
 
７
２
％

 
 
６
５
歳
 
 
 
 
 
 
 
１
０
０
％

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭
和
１
６
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
人

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
請
求
月
か
ら
６
５
歳
の
誕
生
日
の
前
月
ま
で
の
月
数
×
０
．
５
＝
減
額
率

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６
０
歳
 
―
 
７
０
％
 
 
 
 
６
３
歳

 
―
 
８
８
％

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６
１
歳
 
―
 
７
６
％
 
 
 
 
６
４
歳

 
―
 
９
４
％

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６
２
歳
 
―
 
８
２
％
 
 
 
 
６
５
歳

 
―
 
１
０
０
％

 

障
害
基
礎
年
金
（
旧
法
の
福
祉
年
金
を
含
む
）

 
 
 
 
 
 
 
子
の
加
算
 

 
 
 
 
 
 
 
１
級
 
 
 
９
７
７
，
１
２
５
円
／
年
 
 
 
 
 
子
１
人
…
…
…
２
２
４
，
９
０
０
円
／
年
 

 
 
 
 
 
 
 
２
級
 
 
 
７
８
１
，
７
０
０
円
／
年
 
 
 
 
 
子
２
人
…
…
…
４
４
９
，
８
０
０
円
／
年
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子
３
人
…
…
…
５
２
４
，
８
０
０
円
／
年
 

遺
族
基
礎
年
金

 
配
偶
者
と
子
が
受
け
と
る
と
き

(
旧
法
の
母
子
年
金
を
含
む

)
子
が
受
け
と
る
と
き
（
旧
法
の
遺
児
年
金
を
含

む
）
 

 
 
 
配
偶
者
と
子
１
人
…
…
…
１
，
０
０
６
，
６
０
０
円
／
年
 
 
子
１
人
…
…
…
…
７
８
１
，
７
０
０
円
／
年
 

 
 
 
配
偶
者
と
子
２
人
…
…
…
１
，
２
３
１
，
５
０
０
円
／
年
 
 
子
２
人
…
…
１
，
０
０
６
，
６
０
０
円
／
年
 

 
 
 
配
偶
者
と
子
３
人
…
…
…
１
，
３
０
６
，
５
０
０
円
／
年
 
 
子
３
人
…
…
１
，
０
８
１
，
６
０
０
円
／
年
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２　生活保護等

平成３０年４月１日現在 平成３１年４月１日現在 令和２年４月１日現在

人口 148,592 人 148,297 人 147,542 人

被保護世帯 935 世帯 970 世帯 981 世帯

被保護人員 1,259 人 1,273 人 1,245 人

保護率 0.847 ％ 0.858 ％ 0.844 ％

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

生活扶助 657,769,648 円 655,538,100 円 640,489,379 円

住宅扶助 360,995,539 円 374,328,872 円 381,804,993 円

教育扶助 13,120,609 円 11,175,197 円 8,430,825 円

介護扶助 54,544,323 円 67,294,327 円 86,089,449 円

医療扶助 934,296,133 円 952,475,268 円 1,064,157,936 円

出産扶助 410,340 円 1,153,738 円 0 円

生業扶助 6,454,413 円 6,520,845 円 5,473,579 円

進学準備給付金
（平成３０年度より）

600,000 円 500,000 円

就労自立給付金 1,073,021 円 495,265 円 609,800 円

葬祭扶助 4,538,598 円 5,177,119 円 8,183,771 円

保護施設事務費 1,828,810 円 1,694,140 円 1,925,920 円

計 2,035,031,434 円 2,076,452,871 円 2,197,665,652 円

住居確保給付金

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

支給延べ人数 71 人 85 人 95 人

支給金額 3,138,500 円 3,330,700 円 3,899,660 円

1人あたり支給額 44,200 円 39,100 円 41,000 円
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３ 児童福祉 

(1) 公立保育所一覧表                               令和２年４月１日現在 

施  設  名 定  員 

保育実施人数  

職 員 数  設置年月日  三 歳 

未 満 児 

三 歳 

以 上 児 

豊 岡 保 育 所  
１５０ 27 72 

(9) 
[5] 
30 昭 26. 9.16 

金子第一保育所 
１２０ 18 39 

(5) 
[5] 
22 昭 30. 4. 1 

金子第二保育所 
８４ 18 42 

(4) 
[7] 
22 昭 31. 5. 1 

藤 沢 保 育 所  
１２０ 38 65 

(12) 
[9] 
40 昭 28. 5. 1 

藤沢第二保育所 
１２０ 39 69 

(12) 
[9] 
39 

昭 45. 11. 1 

宮 寺 保 育 所  
１２０ 18 47 

(5) 
[5] 
22 昭 34. 4. 2 

二本木保育所  
６０ 15 36 

(4) 
[8] 
22 昭 43. 4. 1 

黒 須 保 育 所  
９０ 27 43 

(11) 
 

18 昭 45. 1. 1 

東金子保育所  
９０ 21 50 

(7) 
[8] 
25 昭 48. 8. 1 

高 倉 保 育 所  
９０ 17 38 

(6) 
[6] 
23  昭 50. 6. 1 

西武中央保育所 
９０ 26 58 

(8) 
[9] 
31 昭 53. 4. 1 

合     計 
１,１３４ 260 578 

(79) 
[77] 
288  

注 職員数（ ）は臨時職員数再掲      〔 〕は嘱託職員数再掲 
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(2) 私立保育園・認定こども園                               令和２年４月１日現在 

施  設  名 定  員 

保育実施人数  

職 員 数  設置年月日  三 歳 

未 満 児 

三 歳 

以 上 児 

豊岡保育園 
１２０ 35 75 

(9) 
25 

大 15.4.6 

あけぼの保育園  
１２０ 40 74 

(17) 
35  昭 31. 4. 1 

いるま保育園  
１２０ 56 79 

(19) 
30 昭 48. 4. 1 

こどものくに保育園 
９０ 33 57 

(19) 
30 昭 50. 6. 1 

ゆりかご保育園  
１２０ 

 
36 68 

(7) 
27 昭 52. 4. 1 

しらさぎ保育園  
９０ 36 55 

(20) 
30 昭 52. 4. 1 

茶 々 保 育 園  
１２０ 61 74 

(31) 
47 昭 54. 4. 1 

おおぎ第二保育園 
６０ 36 34 

(12) 
33 昭 57. 4. 1 

あけぼの保育園分園 
２９ 9 20 

(7) 
10 平 16. 4. 1 

わかばの森保育園 
２０ 

 
23 0 

(2) 
10 

平 17. 4. 1 

杏ほいくえん 
９０ 37 60 

(16) 
34 

平 19. 4. 1 

木の実保育園 
６９ 32 36 

(19) 
31 

平 19. 4. 1 

むさしっこ保育園 
９０ 29 32 

(12) 
27 

平 20. 4. 1 

どろんこ保育園 
７０ 32 33 

(13) 
28 

平 27. 4. 1 

おおぎこども園 

（認定こども園） 

合   計 

（教育） 

１５ 0 17 (38) 
64 

 

平 31. 4. 1 
 （保育） 

１２０ 52 66 

合   計 
１,３４３ 547 780 

(241) 
461 

 

注 職員数（ ）は臨時職員数再掲 

注 おおぎ保育園は、平成３１年４月１日におおぎこども園（認定こども園）に移行 
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(3) 学童保育室（公設公営） 

令和２年４月１日現在 

名   称 所在地 定員 
学 年 別 内 訳 入室率

(%) 
開設年月日 

1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 

豊 岡 学 童 保 育 室 向陽台

1-1-14 
70 23 29 18 0 0 0 70 100.0 

昭 48.8.21  

(S59.4.1) 

藤 沢 学 童 保 育 室 上藤沢

384-3 
40 24 21 7 0 0 0 52 130.0 

昭 51.8.1 

(H6.4.28) 

西 武 学 童 保 育 室 野田 498 
40 13 15 11 0 0 0 39 97.5 

昭 54.10.1 

(平 27.4.1） 

西武第二学童保育室 野田 498 40 14 17 9 0 0 0 40 100.0 平 27.4.1 

東金子学童保育室 小谷田

1465 
70 21 12 10 2 0 0 45 64.3 昭 56.6.1 

藤沢北学童保育室 東町

7-10-20 
70 30 39 17 0 0 0 86 122.9 昭 58.6.1 

高 倉 学 童 保 育 室 高倉

4-6-17 
70 20 13 10 1 0 0 44 62.9 昭 59.4.1 

黒 須 学 童 保 育 室 春日町

2-14-59 
70 29 21 20 3 0 0 73 104.3 昭 62.4.1 

扇 学 童 保 育 室 久保稲荷

5-7-14 
60 29 16 14 0 0 0 59 98.3 平元.4.1 

扇第二学童保育室 久保稲荷

5-7-14 
50 20 17 13 0 0 0 50 100.0 平 22.4.1 

金 子 学 童 保 育 室 西三ッ木

150 
50 20 5 11 1 0 0 37 74.0 平 2.7.1 

金子第二学童保育室 西三ツ木

150 
40 12 10 2 8 0 0 32 80.0 平 29.4.1 

狭 山 学 童 保 育 室 二本木

71-1 
70 21 23 15 0 0 0 59 84.3 

平 3.7.1 

(H20.4.1) 

藤沢南学童保育室 上藤沢

37-2 
40 9 8 7 4 2 0 30 75.0 

平 4.4.1 

(H30.4.1) 

藤沢南第二学童保育室 上藤沢

37-2 
40 8 7 7 4 2 1 29 72.5 平 30.4.1 

藤沢東学童保育室 東藤沢

7-9-1 
70 14 11 13 6 1 0 45 64.3 平 5.4.1 

藤沢東第二学童保育室 東藤沢

7-9-1 
40 15 9 11 3 0 0 38 95.0 令 2.4.1 

仏 子 学 童 保 育 室 仏子

433-1 
50 16 16 16 4 0 0 52 104.0 平 8.4.1 

宮 寺 学 童 保 育 室 宮寺

594-1 
35 16 8 4 6 0 0 34 97.1 平 12.11.1 

新 久 学 童 保 育 室 新久 500 60 13 13 6 6 4 0 42 70.0 平 17.4.1 

東 町 学 童 保 育 室 向陽台

2-1009-3 
55 14 14 10 8 2 0 48 87.3 平 19.4.1 

東町第二学童保育室 向陽台

2-1009-3 
40 14 10 4 6 2 0 36 90.0 平 31.4.1 

合  計 1170 395 334 235 62 13 1 1040 88.9  

注 開設年月日（ ）は改築年月日 

 

(4) 学童保育室（民設民営） 

令和２年４月１日現在 

名   称 

 

所在地 定員 

学 年 別 内 訳 
入室率 

(%) 

開設年月

日 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 

アフタールーム「チポ

リーノ」 

下藤沢

1304-2 26 1 4 13 3 2 3 26 100.0 令 2.4.1 

合  計 
 

26 1 4 13 3 2 3 26 100.0  
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４ 障害者福祉 

  (1) 身体障害者手帳所持者数                  

区       分 H30.3.31現在 H31.3.31現在 R2.3.31現在 

 

１ 級 １，４６５ １，４５３ １，４４４ 

２ 級 ６２０ ６１６ ６１８ 

３ 級 ６３５ ６４７ ６４７ 

４ 級 ９８４ １，００９ １，０２６ 

５ 級 ２５０ ２４３ ２４３ 

６ 級 ２１６ ２２２ ２１９ 

計 ４，１７０ ４，１９０ ４，１９７ 

  (2) 療育手帳所持者数 
 

区       分 H30.3.31現在 H31.3.31現在 R2.3.31現在 

Ⓐ 
（最重度） 

１８歳未満 ３１ 
１７９ 

３３ 
１８４ 

３２ 
１８６ 

１８歳以上 １４８ １５１ １５４ 

Ａ 

（重 度） 

１８歳未満 ４７ 
２１１ 

５０ 
２１７ 

５０ 
２１４ 

１８歳以上 １６４ １６７ １６４ 

Ｂ 

（中 度） 

１８歳未満 ４２ 
２６６ 

４５ 
２７５ 

４７ 
２９４ 

１８歳以上 ２２４ ２３０ ２４７ 

Ｃ 

（軽 度） 

１８歳未満 １３５ 
３０８ 

１５４ 
３３６ 

１６１ 
３４０ 

１８歳以上 １７３ １８２ １７９ 

計 
１８歳未満 ２３７ 

９６４ 
２８２ 

1,012 
２９０ 

1,034 
１８歳以上 ６８５ ７３０ ７４４ 

 
(3) 精神障害者保健福祉手帳所持者数                  

区       分 H30.3.31現在 H31.3.31現在 R2.3.31現在 

 

１ 級 ９２ ９６ １１０ 

２ 級 ７００ ７５９ ８２０ 

３ 級 ４１２ ４３８ ４６１ 

計 １，２０４ １，２９３ １，３９１ 
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５ 高齢者福祉  
 (1) 老人クラブ数（地区別）                 令和２年４月１日現在 

地区別 豊 岡 東金子 金 子 宮 寺 藤 沢 西 武 合 計 

クラブ数 20 7 9 8 9 11  64 

会員数 1,000 473 499 711 567 822 4,072 

 

      ｏ 老人クラブへの助成金……………５，０８７，８００円 

      ｏ 老人クラブ連合会助成金…………  ６０２，８００円 

 

(2) 老人福祉センター 

 ア 施設の概要 

  

名       称 入間市老人福祉センター“やまゆり荘” 

所 在 地 入間市宮寺２６５５番地１ 

敷 地 面 積 ５，６６０．６５㎡ 

建 物 面 積 建１，６６７．２９㎡  延１，５３３．４５㎡  

建 物 の 構 造 鉄筋コンクリート平屋建 

利 用 定 員 ２３０名 

設 置 年 月 日 平成５年５月２８日 

建   設   費 

 

６２８，１８０，０００円 

       国庫補助金 ９１，２００，０００円 

 財源内訳  一般財源 ５３６，９８０，０００円 

       地 方 債               ０円 

       寄 付 金               ０円 

 

 イ 使用料 

 

区    分 

入間市・所沢市・飯能市・狭山市、日高市に居住する 入間・所沢・飯

能・狭山市・日

高市以外に居住

する方 
65歳以上の方 

60才以上 65歳 

未満の方 

その他 60歳 

未満の方 

使 用 料 無  料  １００円 ２００円 ４００円 

   ・所沢市・飯能市・狭山市・日高市の市民は入間市と同様の料金となります。 

 

 ウ 運動施設 

 

名      称 施          設 

ミ ニ ゴ ル フ 場 ミニゴルフコース（９ホール） 
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6 国民年金 

 

(1) 被保険者加入状況 

                                令和２年３月末現在 

区          分 人        数 

第 １ 号 被 保 険 者  １６，７４２人 

任 意 加 入 被 保 険 者    ２５４人 

第 ３ 号 被 保 険 者 １０，５３４人 

合          計           ２７，５３０人 

 

(2) 給付状況 

 

 ア  拠出年金（旧法）                     令和２年３月末現在 

区     分 受給者数 金     額 備     考 

老 齢 年 金  ３２７人 １４６，０１５，２６０円 ５年年金含む 

通算老齢年金 ２７２人 ６１，１１８，７８７円  

障 害 年 金 ２５人 ２２，０６７，３００円  

母 子 年 金 ０人 ０円  

遺 児 年 金 ０人 ０円  

合   計 ６２４人 ２２９，２０１，３４７円  

 

イ 基礎年金                          令和２年３月末現在 

区      分 受 給 者 数  金       額 

老 齢 基 礎 年 金 ４０，３１７人 ２７，０４２，８８６，６２９円 

障 害 基 礎 年 金 １，０３１人 ８６５，８３０，９７５円 

障害基礎年金（30条 4） １，０１５人 ８６２，８６７，５００円 

遺 族 基 礎 年 金 ２１３人 １７０，０８５，５００円 

合      計 ４２，５７６人 ２８，９４１，６７０，６０４円 

  

ウ 福祉年金                          令和２年３月末現在 

区     分 受給者数 金     額 備     考 

老齢福祉年金  ０人      ０円 受給権者    ０人 

 

エ その他                          令和２年３月末現在 

区      分 受 給 者 数 金       額 

寡 婦 年 金  １０人 ４，３５１，２４２円 
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７ 国民健康保険 

  (1) 国民健康保険税   ア 納  期 ７月、８月、９月、１０月、１１月、１２月、１月、２月の年８回  イ 賦課基準（過去５年間） 

区 分 
２６年度 ２７年度～２９年度 ３０年度 

医療 支援 介護 医療 支援 介護 医療 支援 介護 

所得割 
5.5 
100 

1.5 
100 

0.8 
100 

6.9 
100 

1.9 
100 

1.2 
100 

7.4 
100 

2.0 
100 

1.4 
100 

資産割 
40 
100 

― ― 
20 
100 

― ― 
10 
100 

― ― 

均等割 8,000 3,000 10,000 15,000 6,000 11,000 20,000 8,000 12,000 

平等割 12,000 ― ― 6,000 ― ― 3,000 ― ― 

   ウ 賦課状況（過去５年間） 

区分 
 
年度別 

世帯数 
 
Ａ 

被保険 
者 数 
Ｂ（人） 

現年度分 
調定額 
Ｃ（千円） 

一世帯当 
り調定額 
Ｃ/Ａ（円） 

一人当 
り調定額 
Ｃ/Ｂ（円） 

最高 
限度額 
（円） 

最低額 
 

（円） 

２６年度
（医療分と 
支援分は対

象 者 が 同

じ） 

医療分 
28,231 50,433 2,645,123 93,695 52,448 510,000 8,000 
支援分 
28,231 50,433 566,535 20,067 11,233 160,000 1,200 
介護分 
13,763 17,497 231,758 16,839 13,245 140,000 4,000 

２７年度
（医療分と 
支援分は対

象 者 が 同

じ） 

医療分 
27,777 48,621 2,732,921 98,387 56,208 510,000 6,300 
支援分 
27,777 48,621 730,919 26,313 15,032 160,000 1,800 
介護分 
13,153 16,408 264,419 20,103 16,115 140,000 3,300 

２８年度
（医療分と 
支援分は対

象 者 が 同

じ） 

医療分 
27,151 46,268 2,596,946 95,648 56,128 520,000 6,300 
支援分 
27,151 46,268 694,634 25,584 15,013 170,000 1,800 
介護分 
12,438 15,245 244,652 19,669 16,048 160,000 3,300 

２９年度
（医療分と 
支援分は対

象 者 が 同

じ） 

医療分 
26,157 43,522 2,447,359 93,564 56,232 540,000 6,300 
支援分 
26,157 43,522 656,829 25,111 15,091 190,000 1,800 
介護分 
11,573 14,004 224,613 19,408 16,039 160,000 3,300 

３０年度
（医療分と 
支援分は対

象 者 が 同

じ） 

医療分 
25,624 41,672 2,423,323 94,572 58,152 540,000 6,900 
支援分 
25,624 41,672 700,141 27,323 16,801 190,000 2,400 
介護分 
11,069 13,201 233,329 21,079 17,675 160,000 3,600 
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  エ 収納状況（過去３年間）                      （単位：円） 
区分 

年度 
調   定   額 収  納  額 未  収  額 

収 納 

割 合 

 ２９年度 

現 3,328,802,700 3,149,381,099 
(25,900) 

179,395,701 
94.61 

滞 893,802,253 277,328,956 
（55,752,700）
560,720,597 

31.03 

計 4,222,604,953 3,426,710,055 
（55,778,600）

740,116,298 
81.15 

３０年度 

現 3,356,794,100 3,186,886,301 
(107,500) 

169,800,299 
94.94 

滞 729,651,302 242,357,248 
（39,713,254）

447,580,800 
33.22 

計 4,086,445,402 3,429,243,549 
（39,820,754）
617,381,099 

83.92 

元年度 

現 3,184,555,400 3,016,591,618 
(360,300) 

167,603,482 
94.73 

滞 609,298,514 207,842,849 
（35,783,608）
365,672,057 

34.11 

計 3,793,853,914 3,224,434,467 
（36,143,908）
533,275,539 

84.99 

   注（ ）内は不納欠損額 

  ⑵ 保険給付状況（過去３年間）                   （単位：千円） 

年  度 

項  目 
２８年度 ２９年度 ３０年度 

療

養

の

給

付

                    
 

療

養

諸

費

              
 

入院 
件 数 7,590 7,556 7,367 

費 用 額 4,209,590 4,207,526 4,283,884 

入院外 
件 数 306,746 292,639 282,209 

費 用 額 4,480,589 4,434,253 4,362,170 

歯科 
件 数 76,339 73,816 71,289 

費 用 額 905,950 845,611 814,139 

合計 
件 数 390,675 374,011 360,865 

費 用 額 9,596,129 9,487,391 9,460,194 

薬剤支給 
件 数 210,075 205,298 196,676 

費 用 額 2,673,670 2,586,615 2,432,133 

訪問看護 
件 数 969 1,071 1,146 

費 用 額 58,112 72,128 83,018 

療養費 
件 数 24,110 22,302 19,832 

費 用 額 236,035 205,693 182,327 

その他の給付費 
件 数 428 408 369 

支 給 額 72,012 63,738 57,766 

高額療養費 
件 数 23,092 24,114 23,348 

支 給 額 1,268,162 1,254,422 1,300,367 

移 送 費 
件 数 0 0 0 

支 給 額 0 0 0 
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 ⑶ 被保険者加入状況                                平成３１年３月末現在 

区 分 人  口 被保険者数 加入割合 世 帯 数 国保世帯数 加 入 割 合 

26年度 149,591 43,690 29.21 62,548 24,957 39.90 

27年度 149,292 41,510 27.80 63,281 24,262 38.34 

28年度 148,733 39,105 26.29 63,906 23,405 36.62 

29年度 148,592 37,274 25.08 64,694 22,729 35.13 

30年度 148,297 35,134 23.69 65,579 21,911 33.41 

 
 
  ⑷ 療養の給付関係諸率 
 

年度別 

項目 
２８年度 ２９年度 ３０年度 

入  
院 

受 診 率 （％） 18.62 19.63 20.17 

一 人 当 り 費 用 額  （円） 103,265 109,323 117,261 

一 件 当 り 日 数 （日） 16.01 16.15 16.23 

一 件 当 り 費 用 額  （円） 554,623 556,846 581,496 

入
院
外 

受 診 率 （％） 752.47 760.36 772.48 

一 人 当 り 費 用 額  （円） 109,913 115,214 119,404 

一 件 当 り 日 数 （日） 2.23 1.53 1.50 

一 件 当 り 費 用 額  （円） 14,607 15,153 15,457 

歯 
科 

受 診 率 （％） 187.27 191.79 195.14 

一 人 当 り 費 用 額  （円） 22,224 21,971 22,285 

一 件 当 り 日 数 （日） 1.91 1.84 1.81 

一 件 当 り 費 用 額  （円） 11,867 11,456 11,420 

調
剤
・
訪
看 

受 診 率 （％） 517.71 536.20 541.49 

一 人 当 り 費 用 額  （円） 67,013 69,082 68,846 

一 件 当 り 日 数 （日） 1.24 1.24 1.23 

一 件 当 り 費 用 額  （円） 12,944 12,883 12,714 

   その他 出産育児一時金（一件当り） 404,000円（平成 27年 1月 1日より） 

＊平成 27年 1月 1日から産科医療制度加入の医療機関で出産した場合、16,000円加算     葬祭費（一件当り） 50,000円（平成 19年 1月 1日より） 
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８ 健康福祉 
 (1) 健康福祉センター 

   ア 施設の概要 

名        称 入間市健康福祉センター 

所 在 地 入間市大字上藤沢７３０番地１ 

敷  地  面  積 １７，２７９．１８㎡ 

建 築 面 積   ４，００４．５９㎡ 

延  床  面  積 ７，９５５．７７㎡ 

建 物 の 構 造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)３階建 

設 置 年 月 日 平成１５年４月１日 

建 設 費 

 

総建設費 ３，３６３，３３８千円 

 

      国庫補助金   １００，７０６千円 

財源内訳  県 補 助 金         ８０，０００千円 

      市 債      １，７６８，７００千円 

      建 設 基 金   ８２２，７２２千円 

      一 般 財 源   ５９１，２１０千円 

 

 

イ 開館時間及び休館日 

   ☆開 館 時 間  午前８時３０分から午後１０時までです。 

   ☆休 館 日  年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

 

ウ 使用料 

  ☆施設使用料（団体利用施設に係る使用料）           （単位 円） 

施 設 名 

午  前 午  後 夜  間 全  日 

９時～正午 １時～５時 
午後５時３０分

～午後１０時 

午前９時～ 

午後１０時 

２０１会議室 ２００ ３００ ３００ ７００ 

２０２会議室 ２００ ３００ ３００ ７００ 

２０３会議室 ２００ ３００ ３００ ７００ 

調理実習室 ９００ １，２００ １，３００ ３，０００ 

３０１会議室 １，８００ ２，４００ ２，７００ ６，２００ 

３０２会議室 ９００ １，２００ １，３００ ３，０００ 

ス タ ジ オ ５００ ６００ ７００ １，６００ 

    使用できる団体は、健康、医療、福祉、環境、文化、スポーツ及びまちづくり活動を 

   目的とする団体に限ります。 
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   ☆施設使用料（個人利用施設に係る使用料）            （単位 円） 

施 設 名 利 用 区 分 
金    額 

６５歳未満 ６５歳以上 

トレーニング室 

１     回     券 ３００ ２００ 

回数券（１１回券） ３，０００ ２，０００ 

１ カ 月 定 期 券 ３，０００ ２，０００ 

３ カ 月 定 期 券 ６，０００ ４，０００ 

  【トレーニング室の利用について】 

    ●利用時間:     月～土曜日  午前９時～午後１０時（受付は午後９時まで） 

                       日  曜  日  午前９時～午後 ５時（受付は午後４時まで） 

 ●利用条件:     １５歳以上（中学生を除く）でセンターが行う講習を修了した方 

 ●使 用 料:     ※市内、所沢市、飯能市、狭山市、若しくは日高市の区域内に住所

を有しない方（市内に在勤、又は在学する方を除く。）の使用料は、

倍額となります。 

 

   ☆健康診断に係る費用                     （単位 円） 

健  康  診  断  の  種  類 対    象 金   額 

人 間 ド ッ ク ２８歳以上の方 ３７，０００ 

人間ドック

オプション 

喀痰（かくたん）検査  

 

 

人間ドックオプション検査を

希望する方 

３，０００ 

 

婦人科

検査 

 

乳がん検査 ２，０００ 

子宮頸がん 

検査 
３，０００ 

腫瘍マーカー検査 ４，４００ 

胃がんリスク検査 ５，０００ 

市 民 健 康 診 断 

１６歳以上４０歳未満の市民

（職場等で受診機会がある方

は除く） 

１，３００ 

胃 が ん 検 診 

１６歳以上３０歳未満の市民

（職場等で受診機会がある方 

 は除く） 

１，４００ 

肝 炎 ウ イ ル ス 検 診 
４０歳以上の方で過去に検査

をしたことが無い方 
７００ 

前 立 腺 が ん 検 診 ５０歳以上の男性 １，０００ 
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(2)成人健（検）診の受診状況 

健（検）診名 
令和元年度 

対象者（人） 

令和元年度 

受診者（人） 
受診率（％） 要精密検査（人） 

胃がん検診  

（30歳以上） 
４９，５８７ ３，０３９ ６．１３ ３３ 

（16歳以上 30歳未満） ９，０６６ ９ ０．１０ ０ 

子宮頸がん検診 ３３，２２９ ６，０２２ １８．１２     ９５ 

乳がん検診  ２８，７４４ ５，２６０ １８．３０ ４５９ 
肺がん・結核検診 ５８，６５３ １３，５８６ ２３．１６ ５２１ 
大腸がん検診 ４９，５８７ ９，４８４ １９．１３ ５９８ 
前立腺がん検診 １６，５７３ ２，２４７ １３．５６ ２０８ 

成人歯科検診 ８，６３４ ８２７ ９．５８ （要医療）６１８ 

骨粗しょう症検診 ３，７０８ ６２６ １６．８８ １８５ 

市民健康診断    － ２９２ － － 

肝炎ウイルス検診（節目） － １９ － ０ 

〃  （節目外） － ３０９ － ３ 

  

 (3)予防接種の受診状況                               

予 防 接 種 名 
令和元年度 

接種者（人） 

平成 30年度 

接種者（人） 
増減（人） 

 
備   考 

ヒブ（Ｈｉｂ） ３，４２１ ３，７１１ △２９０  

小児用肺炎球菌 ３，５０４ ３，７２９ △２２５ 
 

４種混合 ３，５６３ ３，７２５ △１６２  

ポリオ（不活化ワクチン） ２ ２７ △２５ 
 

二種混合 ９５３ ９２０ ３３ 
 

ＢＣＧ ７６２ ９６０ △１９８  

水痘 １，７６３ １，９３７ △１７４  

麻しん風しん混合 １，９３４ ２，０８３ △１４９  

日本脳炎 ４，７４４ ５，０３８ △２９４  

ＨＰＶ（子宮頸がん） １０ ２８ △１８ 平成 25 年 6 月積極的勧奨の差し控え 

Ｂ型肝炎 ２，５２４ ２，６８９ △１６５  

風しん追加対策 ３１２ － － 平成３１年４月から令和４年３月３１日までの３年間 

高齢者インフルエンザ １８，０５４ １６，５３０ １，５２４  

高齢者肺炎球菌 １，８２１ ３，４８１ △１，６６０  
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 （4）乳幼児健診の受診状況                    （令和元年度） 

健  診  名 対象者（人） 受診者（人） 受診率（％） 

３～４か月児健診 ８０５ ７８６ ９７．６４ 

１歳６か月児健診 ９４９ ９１８ ９６．７３ 

３ 歳 児 健 診 ９９７ ９７０ ９７．２９   
 （5）トレーニング室の利用状況                  （令和元年度） 

利 用 形 態 利用延人数（人） 利用率（％） 

個人利用者 
７０歳以上 ３７，４５３ ４０．９ 
６０歳代 １９，８２９ ２１．７ 
５０歳代 １３，３２９ １４．６ 
４０歳代 １２，２１０ １３．３ 
３０歳代 ４，６６４ ５．１ 
２０歳代 ３，０６９ ３．４ 
１０歳代 ９１９ １．０ 

小 計 ９１，４７３ １００．０ 
体力度測定 
参加者 ６５歳以上 １５４ １６．５ 

６５歳未満 ７７７ ８３．５ 
小 計 ９３１ １００ 

再 測 定 
参加者 ６５歳以上 １６ ４０ 

６５歳未満 ２４ ６０ 
小 計 ４０ １００．００ 

合 計 
（年 間 利 用 延 人 数）  

９２，４４４    
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